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事業実績等報告に関するQ&A
☆平成２３年１０月

このＱ＆Aは、不動産鑑定士のみを対象としたものでなく、不動産鑑定業者の事務担当者からも問い合わ

せが多くあり、それらの事例を集めたものです。

また、この資料は、専門家でない方々にもご理解をいただけるよう、法令上の解釈等による正確さよりも

、 。分かりやすさに重点を置いて あくまでも事業実績等の報告書類作成上の統一的な考え方を示したものです

よって、前提条件の一部が異なる場合等には、必然的に結果が異なり、適切でない記載となる場合もある

ことに注意が必要です。

この資料での用語の使用方◇

・鑑定評価法：不動産の鑑定評価に関する法律

・鑑定士：不動産鑑定士（一部不動産鑑定士補を含む）

・鑑定業者：不動産鑑定業者

・鑑定評価：不動産の鑑定評価

・価格等調査ガイドライン：不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確

定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン

＜様式等変更＞

Q１ 事業実績報告の様式等変更の趣旨について教えてください。

Q２ 提出様式及び内容の変更について教えてください。

Q３ 提出方法等の変更について教えてください。

Q４ 報告資料作成方法について教えてください。

＜全般的事項＞

Q５ 事業実績とは何ですか？

Q６ 鑑定業者の業務とは何ですか？

Q７ 報告書類の提出先はどこですか？

Q８ 事業実績の対象期間はいつからですか？

Q９ 事業実績の報告様式はどうなっていますか？

Q10 鑑定業者の基本情報とは何ですか？

Q11 電子データの提出について教えてください。

Q12 事業実績の概要等の情報提供とは何ですか？

Q13 鑑定業者の情報提供とは何ですか？

Q14 鑑定評価の実績がない場合はどうするのですか？

Q15 廃業した場合はどうするのですか？

Q16 二以上の事務所がある場合はどうするのですか？

Q17 廃止した事務所がある場合はどうするのですか？

Q18 登録換えした場合はどうするのですか？

Q19 個人から法人へ（逆も）組織変更した場合はどうするのですか？

Q20 合併した場合はどうするのですか？

Q21 二以上の鑑定業者が協同で行った場合はどうするのですか？

Q22 他業種の者と共同で行った場合はどうするのですか？

Q23 ３条１項と２項業務の部門が分離している場合はどうするのですか？

Q24 入金が翌年となる場合はどうするのですか？

Q25 『鑑定評価書』以外の名称の場合はどうするのですか？

Q26 成果報告書を他の業者（事務所）で交付した場合はどうするのですか？

Q27 報酬額と消費税の扱いはどうするのですか？

Q28 複数地点を１つの成果報告書に計上した場合はどうするのですか？

Q31 報酬とは何ですか？

Q32 旅費等はどうするのですか？

Q33 鑑定評価と隣接・周辺業務の区分とは何ですか？

Q34 価格等調査とは何ですか？

Q35 成果報告書とは何ですか？

Q36 鑑定評価基準に則った鑑定評価とは何ですか？

＜項目別事項＞

Q40 依頼目的が確定できない場合はどうするのですか？
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Q41 依頼目的が複数の項目に該当する場合はどうするのですか？

Q42 依頼目的「補償」はどうするのですか？

Q43 依頼目的「その他」とは何ですか？

Q44 底地の評価とはどういうことですか？

Q45 建物、借地権などの権利とは何ですか？

Q46 依頼先が２つの区分に該当する場合はどうするのですか？

Q47 金融機関とは何ですか？

Q48 不動産関連事業法人とは何ですか？

Q49 民間法人とは何ですか？

Q51 鑑定人等としての業務とは何ですか？

Q52 課税の変動率等の調査とは何ですか？

Q53 固定資産の時点修正率等の調査とは何ですか？

Q54 他の鑑定業者からの再受託業務とは何ですか？

Q55 公的土地評価とは何ですか？

Q56 役員として業務に従事していない鑑定士はどうするのですか？

Q57 業務を行った他の事務所の鑑定士はどうするのですか？

Q58 鑑定業者に所属する鑑定士数はどうするのですか？

Q59 業務による分類とは何ですか？

＜様式等変更＞

Ｑ１ 事業実績報告の様式等変更の趣旨について教えてください。

Ａ 鑑定評価法第２８条の規定に基づく事業実績の概要等については、不動産鑑定評価の透明性・信頼性の向

上のため、いわゆる「価格等調査ガイドライン」の施行等を踏まえ、鑑定業者の事業の状態を適切に反映さ

せる情報提供及び鑑定業者に関する客観的で信頼できる情報としての開示を行う必要があります。

このため、事業実績等の報告の様式及び内容等を変更することにより、国土交通省ホームページ上で新た

に全鑑定業者の個別の事業実績等について情報提供するとともに、引き続き都道府県知事登録の鑑定業者の

事業実績等と国土交通大臣登録の鑑定業者の事業実績等を集計整理の上で公表することとしております。

よっては、平成２３年分の事業実績等の報告（平成２４年１月提出）から、全鑑定業者が新様式の提出書

類に併せて電磁的記録（電子データ）での報告資料を提出してください。

Ｑ２ 提出様式及び内容の変更について教えてください。

Ａ 平成２３年分の事業実績報告（平成２４年１月提出）からの提出様式等の変更について、ホームページに

様式原案等を掲載して、平成２３年２月末まで意見の照会を行いましたが、様式変更そのものに対する特段

の意見がなかったことから、課長通知（平成２３年３月２９日）のとおり改めました。

Ｑ３ 提出方法等の変更について教えてください。

Ａ 事業実績報告の提出について、鑑定業者の情報提供の充実に併せ、集計業務の迅速化などのため、都道府

県知事登録鑑定業者に対して、紙媒体とともに電子媒体等での提出を求めることとしました。これによって

都道府県担当の業務は事業実績等報告データの電子的な取込処理が可能となり、データの入力・集計表等作

成の時間が大幅に短縮されるとともに、都道府県内の全鑑定業者の集計データについて活用し易い環境が整

備されるものと見込まれております。

Ｑ４ 報告資料作成方法について教えてください。

Ａ 鑑定業者の報告資料（書類及び電子データ）の作成に対応する『事業実績報告作成システム』及び都道府

県の集計業務に対応する『事業実績報告集計システム （エクセル上で動くプログラム）については、国土交』

通省ホームページ（申請・手続）上に掲載しますので、これをダウンロードして利用してください。

＜全般的事項＞

Ｑ５ 事業実績とは何ですか？

Ａ 登録制による鑑定業者の事業の状態を明らかにするため、不動産鑑定業の過去１年間の事業実績の概要を

記載したものです。

Ｑ６ 鑑定業者の業務とは何ですか？

Ａ 鑑定評価業務（３条１項業務）とその隣接・周辺業務（３条２項業務）のことです。

鑑定士が多数所属していても、隣接・周辺業務（３条２項業務）のみを業としている場合は、鑑定業者と

しての登録を要せず、よって事業実績の概要等の報告書類提出の義務はありません。
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Ｑ７ 報告書類の提出先はどこですか？

Ａ 鑑定業者として登録を受けた国土交通大臣（地方整備局長及び北海道開発局長に委任）又は都道府県知事

あて提出します。

大臣登録業者については、地方整備局等の担当窓口あて直接郵送することができ、正本１通、副本２通及

び事務所のある都道府県の数と同一の部数の写しと、また併せて電子データを提出します。

知事登録業者については、各都道府県の案内情報又は担当窓口に確認してください。

Ｑ８ 事業実績の対象期間はいつからですか？

Ａ 前年１月１日から１２月３１日までの分について、毎年１月３１日までに提出してください。

なお、その年に新規登録を受けた場合は、その登録の日から１２月３１日までの期間となります。

Ｑ９ 事業実績の報告様式はどうなっていますか？

Ａ 事業実績の報告様式は、国土交通省ホームページ（申請・手続）に掲載しております。

なお、鑑定業者の業務の内容を適切に反映させ事業の状態を明らかにするため、市場のニーズ等の変化を

踏まえ、事業実績の具体の傾向が分かるよう適宜改訂することがあります。

Ｑ10 鑑定業者の基本情報とは何ですか？

Ａ １年間の事業実績として概要を記載した書類で鑑定業者として事業の状態が明らかにされますが、更新手

続きが５年毎となっており、依頼者が求める最新の鑑定業者情報を提供できるよう鑑定業者の実態を毎年把

、 、 、 。握することとし 必要な事務所所在地 代表者 電話番号等の基本情報の提出を求めることとしております

Ｑ11 電子データの提出について教えてください。

Ａ 不動産鑑定業の全国的な実態情報として、依頼者等に提供するため事業実績の概要等の情報を集計、整理

して国土交通省ホームページなどで情報を提供しております。

全国的な集計作業全体を電子処理化して集計業務の迅速化等を図るため、大臣登録業者は平成１９年実績

から実施しており、同様に都道府県知事登録業者の事業実績報告においても平成２３年実績から電子データ

の提出を求めております。

Ｑ12 事業実績の概要等の情報提供とは何ですか？

Ａ 鑑定業者の情報として事業実績の概要等は登録を受けた都道府県等で公衆の閲覧に供されておりでます。

一方、業務の詳しい情報をできる限り事業実績に反映させ、具体の傾向が分かるよう、さらに客観的な信

頼できる情報の開示、簡便に見られる環境を整えることが求められております。

なお、国土交通大臣登録業者の業者情報（平成２１年実績分）は、平成２２年６月から国土交通省ホーム

ページ（土地総合情報ライブラリー）に掲載しております。

Ｑ13 鑑定業者の情報提供とは何ですか？

Ａ 鑑定評価法では、鑑定業者は毎年1回事業実績報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること、

また、これを公衆の閲覧に供することとされており、鑑定業者の事業実績等の情報について広く情報を提供

していく国の制度です。

これまで依頼者等にとってその閲覧の環境は利便性において十分ではなかったことから、鑑定業者及び都

道府県の協力を得て、事業実績報告事務の電子処理化を進め、不動産鑑定評価制度の透明性・信頼性の向上

のため、依頼者が鑑定業者の実績を比較し、業務を依頼する際の参考となるよう鑑定業者に関する客観的な

信頼できる情報として、鑑定評価法による鑑定業者の事業実績の概要等の報告に基づき、鑑定業者の特徴が

できる限りわかりやすいよう整理して提供します。

Ｑ14 鑑定評価の実績がない場合はどうするのですか？

Ａ １月１日現在で登録を受けている鑑定業者は、鑑定評価の業務実績がない場合でも、事業実績の概要等の

書類にその旨記載の上提出する必要があります。

鑑定業者の登録制度は、鑑定業者登録簿及び事業実績の概要等の関係書類を公衆の閲覧に供する制度を伴

い、それにより鑑定業者の事業の状態を明らかにしております。

例えば、海外留学、病気療養などの都合により休業して鑑定評価の実績がない場合は、表紙の下部余白及

び鑑定業者基本情報（特記事項）欄にその旨（□□（自己都合など）により休業など）注記してください。

Ｑ15 廃業した場合はどうするのですか？

Ａ 登録を受けている鑑定業者に対して書類の提出が求められており、前年途中で廃業して１月１日現在で登

録が消除されている場合には、書類の提出は不要となります。

、 、 。なお 前年１２月に廃業の手続きを開始して届出が１月になった場合は 書類を提出する必要があります

ただし、専任の鑑定士本人が報告書類作成前で提出期限までに死亡した場合などの事情がある場合は、担当

窓口に問い合わせてください。
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Ｑ16 二以上の事務所がある場合はどうするのですか？

Ａ 鑑定業者の事務所ごと及び全体について閲覧に供するため、その各々の事務所ごと及び鑑定業者全体を取

りまとめた総括について書類を提出することとしております。

なお、同一都道府県内に二以上の事務所がある場合は、登録番号のほかに主たる事務所を「０ 、他の事務」

所を区分して「１」から１桁の枝番を付してください。

Ｑ17 廃止した事務所がある場合はどうするのですか？

Ａ 複数の事務所のうち１事務所を前年途中で廃止した場合は、主たる事務所又は成果報告書等保存や業務等

承継した他の従たる事務所に加算計上してください。

なお、この場合は、表紙下部の余白及び鑑定業者基本情報（特記事項）欄にその旨（□□年□□月に廃止

した□□事務所分を□□事務所に計上など）注記してください。

Ｑ18 登録換えした場合はどうするのですか？

Ａ 登録換え（知事登録業者から大臣登録業者に）の登録を前年途中で受けた場合は、主たる事務所又は成果

報告書等保存や業務等承継した他の事務所に加算計上してください。

登録換え（大臣登録業者から知事登録業者に）の登録を前年途中で受けた場合は、登録換え以前の部分も

含めて加算計上してください。

なお、この場合は、表紙の下部余白及び鑑定業者基本情報（特記事項）欄にその旨（□□年□□月登録換

えに伴い従前の□□事務所分を□□事務所に計上など）注記してください。

Ｑ19 個人から法人へ（逆も）組織変更した場合はどうするのですか？

Ａ 業務や顧客及び成果報告書等の保存などを実質的に承継した場合は、事業実績の報告において、加算計上

してください。

なお、この場合は、表紙の下部余白及び鑑定業者基本情報（特記事項）欄にその旨（□□年□□月組織変

更に伴い従前の登録番号□□、□□分を計上など）注記してください。

Ｑ20 合併した場合はどうするのですか？

Ａ 成果報告書等の保存や業務等を承継した事務所（業者）に加算計上してください。

なお、この場合は、表紙下部の余白及び鑑定業者基本情報（特記事項）欄にその旨（□□年□□月合併に

伴い登録番号□□、□□分を計上など）注記してください。

Ｑ21 二以上の鑑定業者が協同で行った場合はどうするのですか？

Ａ 依頼者から直接業務の依頼を受け、依頼者に成果報告書を交付し、依頼者からその報酬を受け取る鑑定業

者が計上してください。

なお、業務への関与の程度に関わらず、成果報告書を交付しない鑑定業者は、その報酬等について、再受

託欄に計上することになります。

Ｑ22 他業種の者と共同で行った場合はどうするのですか？

Ａ 弁護士など他業種の者と共同で行った鑑定評価部分については、再受託ではなく、直接の依頼者として特

定できる場合はその者を、特定できない場合は依頼者を弁護士などとして、通常の鑑定評価等業務の依頼と

同様に、表１、表２、表３、表４などに適宜計上してください。

Ｑ23 ３条１項と２項業務の部門が分離している場合はどうするのですか？

Ａ 業務担当の部門が分離していても、鑑定評価の隣接・周辺業務（３条２項業務）と判断される業務につい

ては、鑑定業者の登録を受けている者として合わせて計上してください。

依頼者が依頼先を選定する上で、専門家としての鑑定士のみではなく、鑑定業者としての業務遂行能力や

信用性、安心性などにより判断していると考えられる実態から、鑑定業者が行う３条２項業務についても、

３条１項業務と同様に扱うことしております。

Ｑ24 入金が翌年となる場合はどうするのですか？

Ａ 事業実績は、成果報告書の交付年月日をもって、対象期間を区分計上することとしております。

鑑定評価の隣接・周辺業務（３条２項業務）の場合においても、その依頼者に対する成果報告書の発行又

は引渡等の日をもって計上してください。

Ｑ25 『鑑定評価書』以外の名称の場合はどうするのですか？

Ａ 鑑定評価書とは、法第３９条の規定において鑑定業者が依頼者に交付しなければならない、不動産の鑑定

評価の成果を記載した書面をいいます。

依頼内容等により成果物の名称を『鑑定評価書』とせず、他の名称で交付したとしても、交付した成果物

の名称に関わらず、３条１項業務すなわち『不動産の経済価値を判定し、その結果を価格に表示』に該当し
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た場合、不動産鑑定評価基準に則った程度により鑑定評価とそれ以外の価格等調査のどちらに該当するか判

断して当該欄に計上してください。

Ｑ26 成果報告書を他の業者（事務所）で交付した場合はどうするのですか？

Ａ 鑑定業者（事務所）として依頼者との関係において、依頼内容を確認、契約を締結、成果報告書を交付し

た業者（事務所）が１件として計上してください。

鑑定評価等業務に係る成果報告書の作成内容の程度ではなく、鑑定業者（事務所）として依頼者への成果

報告書の交付に着目して計上してください。

Ｑ27 報酬額と消費税の扱いはどうするのですか？

Ａ 報酬額には 「消費税及び地方消費税額に相当する額」を含み、原則として１件ごとに千円未満を四捨五入、

して「千円単位」で計上してください。

ただし、公的土地評価の報酬額については、それぞれの項目毎に円単位で集計し、報酬計の千円未満を四

捨五入して「千円単位」で計上してください。

Ｑ28 複数地点を１つの成果報告書に計上した場合はどうするのですか？

Ａ 一団の土地として取り扱うことができない場合は、対象不動産ごとに各１件として取り扱い、区分して計

上してください。

ただし、複数地点評価の割引を適用した場合は、１件として取り扱い、対象不動産の種類別の欄には報酬

額が最も高いと判断される部分の種類に計上してください。

Ｑ31 報酬とは何ですか？

Ａ 鑑定業者が行う鑑定評価等業務（３条１項業務と３条２項業務）に対する対価として依頼者から受け取る

金銭、技術に対する対価が含まれていれば、すべて報酬に該当します。

なお、銀行等のいわゆる親会社から担保評価について年間一括契約で業務を行っている場合は、依頼者か

ら報酬を得ていることに該当します。また、法人等との顧問・相談等に対する業務は、３条２項業務になり

報酬に該当し計上します。

Ｑ32 旅費等はどうするのですか？

Ａ 依頼者から受け取る金員すべて、名目上旅費等でも報酬額に含めて計上してください。

明らかに実費とされる旅費やその他経費については、鑑定評価の技術に対する対価、報酬の主体的部分と

は異なりますが、含まれる場合も多くあることから、分かれていても加算計上することとします。また、公

的土地評価における、いわゆる幹事手当なども報酬額に加算してください。

Ｑ33 鑑定評価と隣接・周辺業務の区分とは何ですか？

Ａ 鑑定評価業務（３条１項業務）とは、鑑定業者が依頼者に対して交付する鑑定評価書等の名称を問わず、

不動産鑑定評価基準に則って経済価値を判定し、その結果を「価額に表示」する業務のことです。

隣接・周辺業務（３条２項業務）とは、不動産鑑定評価基準に則ることを表示せず、また「価額等を表示

しない（いわゆる変動率・時点修正率や価格帯など 」業務のことです。。）

なお、価格等調査ガイドラインの適用除外となっていることから、この事業実績報告においては公的土地

評価は区分しております。

Ｑ34 価格等調査とは何ですか？

Ａ 鑑定業者に所属する不動産鑑定士が、業として行う不動産の価格等を文書又は電磁的記録に表示する調査

のことをいいます。

価格等調査ガイドラインの適用により、３条１項業務（鑑定評価業務）のほか、３条２項業務（鑑定評価

の隣接・周辺業務）を含みます。

Ｑ35 成果報告書とは何ですか？

Ａ 鑑定業者が価格等調査の成果を「価格等調査ガイドライン」のⅢ．に従い書面に示したもの、依頼者又は

提出先に提出するものです。

Ｑ36 不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価とは何ですか？

Ａ 不動産鑑定評価基準の全ての内容に従って行われる価格等調査のことです。

なお、不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合には 「価格等調査ガイドライン」に、

より、それ以外の価格等調査として峻別することとなっております。

＜項目別事項＞
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Ｑ40 依頼目的が確定できない場合はどうするのですか？

Ａ 依頼者が最終使用目的を明確に示さない場合も多く、あくまでも依頼を受けた時点において、依頼内容に

ついて職業専門家として十分吟味して、場合によっては、より高い条件を適用するなどを判断して確定して

ください。なお、価格等調査ガイドラインにより、契約の締結までに依頼目的を依頼者に確認の上で確定す

ることになっております。

ただし、成果報告書の交付までに依頼目的の変更があり、事業実績等報告の提出までに訂正が可能であれ

ば、適宜見直してください。

Ｑ41 依頼目的が複数の項目に該当する場合はどうするのですか？

Ａ 価格評価の場合、依頼目的の区分欄の左側の項目を優先します。具体的には、①売買、②担保、③補償な

どの順に確認して、該当した区分に計上してください。

例えば、企業所有不動産の評価依頼を受けた場合、売買、証券化及び財務諸表の目的にも該当しないと判

断される場合は 「資産評価」に計上してください。、

例えば、賃料評価の場合、①「争訟 、②「補償 、③「賃貸借 、④「その他」の順に確認して、該当した」 」 」

区分に計上してください。

Ｑ42 依頼目的「補償」はどうするのですか？

、 、Ａ 事業実績の概要等の作成方法に記載のとおり 鑑定評価等業務のほか損失補償の業務を併せ行った場合は

、 。損失補償に関する業務に対する報酬部分を区分することは困難であることから そのまま計上してください

Ｑ43 依頼目的「その他」とは何ですか？

Ａ 事業実績の概要等の作成方法に記載のとおり、該当する内容が別に区分されておりますので、価格等調査

ガイドラインの趣旨からも、安易に使用しないでください。

例えば、固定資産税減額のための鑑定評価を依頼された場合は、依頼目的の区分欄の左側の売買から順次

確認し 「資産評価 （個人所有資産を含む ）に計上することになります。、 」 。

また、価格評価で裁判のために原告又は被告側から依頼された場合、同様に「資産評価」に計上すること

になります。

Ｑ44 底地の評価とはどういうことですか？

Ａ 底地とは、借地権付の土地（宅地）の所有権のことです。よって、底地の評価とは、通常、借地権付きの

土地の所有権の評価で、この場合の対象不動産の種類としては「土地」に計上してください。

なお、借地権付き土地（底地）の権利のみを区分して評価した場合は、対象不動産の種類としては「借地

権」の評価となり 「その他」に区分計上してください。、

Ｑ45 建物、借地権などの権利とは何ですか？

Ａ 建物の評価や借地権などの権利の鑑定評価等業務は、事業実績の概要等の作成方法に記載のとおり 「その、

他」に計上してください。

Ｑ46 依頼先が２つの区分に該当する場合はどうするのですか？

Ａ 依頼先の区分欄の左側から①国・独立行政法人等、②地方公共団体等、③金融機関などの順に確認して、

該当した区分に計上してください。

例えば、信託銀行が信託事業として建物を建築して、賃貸等の事業を行っている場合は、不動産関連事業

ではなく 「金融機関」として計上してください。、

、 、 。例えば 地方公共団体ほか複数が出資している場合 出資割合が最も大きい者の区分に計上してください

Ｑ47 金融機関とは何ですか？

Ａ 銀行、信用金庫、労働金庫、信託銀行及び保険会社、証券会社などの資金の供給・仲介などを行う機関の

ことです。例えば、この場合、農業協同組合も含みます。

Ｑ48 不動産関連事業法人とは何ですか？

Ａ 事業実績の概要等の作成方法に記載のとおり、例えば、不動産管理業や建設業の事業者は、用途や依頼目

的に関わらず、単に依頼先のみに着目して区分してください。

Ｑ49 民間法人とは何ですか？

Ａ 民間法人とは、公的な機関に属さない、国又はこれに準ずるものの出資が制度上及び実態上ない法人で、

①商法、民法上の法人か、②前記以外の法に基づくが数が限定されていない法人か、③その他法に基づかな

い法人のことです。

一般的に法人は営利法人（営利を目的とする）と非営利法人に区分されます。営利法人としては、会社法

による株式会社、合同・合資・合名の各持分会社など、各士業法による監査法人など、特定目的会社、投資

法人など。
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非営利法人としては、一般社団・財団法人法による法人、学校・宗教・医療の各法人、農業・漁業・生活

、 、 、 。等の各協同組合 土地区画整理組合や市街地再開発組合 共済・健康保険の各組合など 及び公的法人です

なお、公的法人（公の事務を行うことを目的とする法人）としては、国、地方公共団体、土地開発公社、

道路公社、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人などです。

Ｑ51 鑑定人等としての業務とは何ですか？

Ａ 特定行政目的に応じた鑑定評価のうち、裁判所の鑑定人（競売の評価人を含む ）及び国税庁の差押不動産。

等に係る鑑定人としての評価業務等について計上してください。

なお、価格等調査ガイドラインの適用除外となっていることから、この事業実績報告においては、鑑定人

等としての業務は３条１項業務と区分しております。

Ｑ52 課税の変動率等の調査とは何ですか？

Ａ 特定行政目的に応じた鑑定評価のうち、課税（固定資産税及び相続税）に係る調査業務についてのみ計上

します。

Ｑ53 固定資産の時点修正率等の調査とは何ですか？

Ａ 課税（固定資産税及び相続税）のための評価を除き、価格を表示しない、いわゆる時点修正率や個別要因

格差率等の分析調査等（特定行政目的以外の場合も含む ）について計上します。。

Ｑ54 他の鑑定業者からの再受託業務とは何ですか？

Ａ 依頼者から直接受託した鑑定業者が表１、表２、表３関係に計上するので、その鑑定業者から受託（再委

託）した業務については、表５に適宜区分して計上してください。

Ｑ55 公的土地評価とは何ですか？

Ａ 特定行政目的に応じた鑑定評価のうち、標準的な土地について正常な価格を一般の方々に示すための①地

価公示や②都道府県地価調査、相続税及び贈与税課税のための③相続税評価（路線価 、固定資産税課税のた）

めの④固定資産税評価のことです。

なお、公的土地評価の報酬には、鑑定評価料のほか旅費、幹事手当等を含みます。

Ｑ56 役員として業務に従事していない鑑定士はどうするのですか？

（ 。） 、 、Ａ 経営的や管理的な行為のみを行う役員等 監査役を含む で 鑑定評価等業務に従事していない鑑定士は

事務所ごとの不動産鑑定士の氏名に記載しないでください。

宅地建物取引業などの他業種の部門に所属してその業務に従事している場合や銀行等で事務所登録してい

る部署を特定してそれ以外の部署に所属して業務が鑑定評価等と区分されている場合は、鑑定評価等業務に

従事していないと区分して記載しないでください。

なお、上記の場合は鑑定業者基本情報の鑑定業者に所属する者として計上してください。

Ｑ57 業務を行った他の事務所の鑑定士はどうするのですか？

Ａ １月１日現在で所属する鑑定業者（事務所）の鑑定評価等業務に従事する主となる事務所１箇所に鑑定士

の氏名を記載してください。

例えば、１２月末に退社等した場合は、報酬及び件数に関与して実績として計上されていたとしても、鑑

定士の氏名には記載しないでください。

Ｑ58 鑑定業者に所属する鑑定士数はどうするのですか？

Ａ 銀行等で鑑定評価以外の多くの部署等に分散して所属、また全国的に多数の支店等があるなど所属する鑑

定士数を正確に把握することが困難な場合は、可能な範囲、かつ過大でない数としてください。

Ｑ59 業務による分類とは何ですか？

Ａ 事業者として鑑定評価以外の他業種の登録を受けている場合は、他の業種についての依頼に対し、積極的

に受注若しくは実質的な実施体制が存在するかなどの状況により区分してください。

例えば、１級建築士事務所の登録を受けているが、専らＥＲ作成や再開発等のコンサルタントとしての業

務のみを行う場合や、情報入手等のためのみに限定して宅地建物取引業者の免許を受けている場合など本来

業務でない場合は、この業種については記載しないでください。


